
１、土地評価の 10%減が適用される場合 
 土地の相続税評価の取扱いで認められている「10%
評価減」は、付近の土地の利用状況と比較して著しく

利用価値が低下している土地の部分に適用できるもの

とされています。国税庁のホームページでは例示とし

て次のように記載があります。 
（１）道路より高い位置にある宅地又は低い位置にあ

る宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低

差のあるもの 
（２）地盤に甚だしい凹凸のある宅地 
（３）震動の甚だしい宅地 
（４）（１）から（３）までの宅地以外の宅地で、騒音、

日照阻害（建築基準法第 56 条の 2 に定める日影時

間を超える時間の日照阻害のあるものとします。）、

臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受ける

と認められるもの 
ただし、こうしたマイナス要因が路線価又は固定資

産評価額又は倍率に反映されている場合には、重ねて

減額が認められることはありません。 
２、最近の事例から 
 最近、相続税評価の対象となった土地の近隣にお墓

があったケースで、上記の 10%評価減の適用の是非が

問われた事例がありました（国税不服審判所令和 3 年

8 月 30 日裁決）。取引金額への具体的な影響が細かく

問われるため、なかなか適用を認めてもらえないケー

スが少なくないようです。 
ここでは、上記の 10%評価減の適用を巡る争点に絞

ってお伝えします。 
問題となった土地は、間口が約 24m、奥行きが約

52m の長方形状の土地で、東側に大きな通りがあるほ

か、南側に幅員 2.5m の里道を隔てて、約 600 ㎡の墓

地があったというものです。この土地は相続の開始時

点で、駐車場と賃貸住宅の敷地として利用されていま

した。賃貸住宅は全 12 戸のうち 3 戸空室でした。相

続人（納税者）は、こうした事情を踏まえ上記 10%評

価減の適用があるものとして相続税の減額を求める

「更正の請求」を経て審査請求に及びました。 
３、納税者の主張 
納税者の主な主張は次の通りです。 

（１）問題の土地の目前に墓地がまとまって存在して

いるため、心理的嫌悪感等により、取引金額に影響

を受けることは明らか。 
（２）建物は、本件相続開始当時、その空室率は 25%
であった。予定している賃料収入の 25%が得られな

い状況が取引金額に影響を及ぼさないとはいえない。 
４、審判所の判断 

  審判所は、まず、納税者が更正の請求で減額を求め

る場合の立証責任について「一旦申告書を提出した以

上、その申告に係る財産の評価に誤りがあることは、

最終的に納税義務者の責任において明らかにすべきも

の」として、土地の取引金額に影響を及ぼす事情の立

証責任が納税者側にあることを示しました。 

その上で審判所は「忌み等を理由とする減額評価が

認められるためには、忌み施設が存すること等の事情

による当該宅地の取引金額への影響が、当該宅地の減

額評価を正当化する程度に具体的なもので（中略）あ

ることを要する」と判断基準を提示、次のような事実

関係を追加的に確認しました。 

（１）墓地は明治時代から村民の墓地として使用。 

（２）問題の土地の固定資産評価において、固定資産

評価基準にある「所要の補正」として墓が近接して

いることによる減額はされていない。納税者は固定

資産評価に対する審査申出をしていない。 

  審判所は検討を経て「墓地の存在を理由に売買契約

の締結に至らなかった事例の有無や土地及び墓地の周

辺に存する宅地の売出価格及び売買契約の成約価格の

状況、土地及び墓地の周辺に存する賃貸物件の空室率

やその推移といった事情は明らかではなく、墓地の存

在が宅地の取引金額や賃貸状況に影響していることを

具体的に認めるに足りる事情はうかがわれず、当審判

所の調査によっても、墓地の存在が土地の取引金額に

影響しているというべき具体的事情は認められない」

としました。審判所は最終的に「忌み施設である墓地

の存在が隣接宅地の取引金額に影響する一般的抽象的

可能性は否定できない」としながらも、10%減の補正

は必要でないと判断しています。 
納税者には、①忌み施設が近接し心理的嫌悪感があ

り、受忍限度を超えていること、②周辺の他の土地に

比べ土地の価格が下がっていること、③路線価等にそ

の事情が織り込まれていないことの立証が求められて

いました。最近の事例としてより精緻な立証が求めら

れた事例だったといえそうです。 （遠藤 純一） 
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